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（第３号様式） 

会 議 要 旨 

会 議 名 令和７年度第３回館山市総合計画審議会 

開 催 日 令和７年９月２９日（月） 15：00～16：00 

開 催 場 所 館山市コミュニティセンター 第一集会室 

出 席 者 館山市総合計画審議会委員 19名 

館山市：副市長・教育長 

総合政策部長・総務部長・市民生活部長・健康福祉部長・経済観光部長・建設環境部

長・教育部長 

事務局（企画課長・企画課副課長・企画課２名） 

計画策定支援委託事業者：ジャパンインターナショナル総合研究所（２名） 

公開・非公開の別  公開 

非公開の場合の理由  ― 

傍 聴 者  ０名 

会議概要・結果等 １．デジタル田園都市国家構想交付金効果検証について 

事務局からデジタル田園都市国家構想交付金事業に係る効果検証について説明。 

⇒ 質疑なし。 

 

２．『第５次館山市総合計画「前期基本計画」』（原案）について 

① 総合審議会委員の意見について 

事務局から、前期基本計画に係る意見照会の結果と、前期基本計画の修正内容につい

て説明。 

（質疑） 

・地区別ビジョンについて、後期基本計画における見直しに向けて、どのように市民と

対話を重ねていくのか。 

⇒ 地区別ビジョンについては今回初めて策定したこともあり、市民の反応を見る必要

もありながら、見直しについては早めに検討を始めなければならないと考えている。 

 

② パブリックコメントの実施について 

事務局から、前期基本計画のパブリックコメントの実施について説明。 

（質疑） 

・市民から意見を求めるためにも、地区別ビジョンに注目してもらえるような表現を加

えたほうがよいのではないか。 

⇒ パブリックコメントの説明文のなかで地区別ビジョンに触れることとする。 

 

３．『第５次館山市総合計画「実施計画」』について 

事務局から実施計画について説明。 

（質疑） 

・事業によっては予算額に表れないものもあるが、どのように記載するか。 

⇒ 人件費のみで実施している事業については、予算額をゼロとして記載する予定。 

・他の自治体の実施計画を参考にしているのか。 
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⇒ いくつかの自治体について見た上で、現行の後期基本計画と同じような一覧形式で

の様式を採用した。 

・実施計画に関する見直しはどのように行うのか。 

⇒ 各年度の事業の結果は翌年度以降にしかわからないため、事業が不振であれば、作

成した翌年度以降の実施計画について、担当課において見直しを行う必要があると考

えている。また、実施計画の内容については総合計画審議会において意見をいただき

たいと考えている。 

 

 


